
会則 別紙７－①

会則別紙７－①新旧対照表

(現行会則） (変更後の会則※効力発生日２０２５年１０月1日）

■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。

① 住所・所在地変更届 ① 住所・所在地変更届

② 自宅住所を変更した場合は、現住所を証する次の身分証等 ② 自宅住所を変更した場合は、現住所を証する次の身分証等

　　・運転免許証、健康保険証のいずれかの写し、または印鑑証明書 　　・運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証のいずれかの写し、または印鑑証明書

① 住所・所在地変更届 ① 住所・所在地変更届

② 本店所在地を変更した場合は、その履歴が記載されている履歴事項全部証明書、または一部証明書 ② 本店所在地を変更した場合は、その履歴が記載されている履歴事項全部証明書、または一部証明書

③ 登録者が自宅住所を変更した場合は、現住所を証する次の身分証等 ③ 登録者が自宅住所を変更した場合は、現住所を証する次の身分証等

　　・運転免許証、健康保険証のいずれかの写し、または登録者の印鑑証明書 　　・運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証のいずれかの写し、または登録者の印鑑証明書

※ 勤務先・通信先（郵送先）の変更は添付書類不要。住所・所在地変更届のみご提出ください。 ※ 勤務先・通信先（郵送先）の変更は添付書類不要。住所・所在地変更届のみご提出ください。

※ 運転免許証、健康保険証の写しは住所、氏名、生年月日が確認できる箇所をご提出ください。 ※ 運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証の写しは住所、氏名、生年月日が確認できる箇所をご提出ください。
※ 運転経歴証明書は、2012年4月1日以降交付のものに限ります。

書類送付先 連絡先

東名厚木カントリー倶楽部　住所・所在地変更手続要項

個人会員の場合

法人会員の場合

手　　続

必要書類

書類送付先
連絡先

　　東名厚木カントリー倶楽部　会員課

　　〒243-0308　神奈川県愛甲郡愛川町三増2607

電話

FAX

046-281-2121

046-281-4101

東名厚木カントリー倶楽部　住所・所在地変更手続要項

手　　続

個人会員の場合

法人会員の場合

必要書類

046-281-2121

　　〒243-0308　神奈川県愛甲郡愛川町三増2607 FAX 046-281-4101

書類送付先 連絡先

　　東名厚木カントリー倶楽部　会員課 電話
書類送付先

連絡先


